
株式会社 関西総合鑑定所 令和 5年 6月 22日 

 

- 1 - 

 

改正 宅地造成等規制法について 

宅地造成及び特定盛土等規制法 

 

1.はじめに 

 最近、豪雨や地震により盛土が崩落し、土石流が発生、甚大な人的・物的被害が起きて

います。記憶に新しいのは令和 3 年 7 月の熱海市の土石流災害です。この災害のきっかけ

は豪雨でしたが、不適切な造成による盛土が土石流となって災害が発生、甚大な人的・物

的被害となりました。これは各法律の網目を抜けた規制が不十分なエリアで発生したこと

から、早急に危険な盛土を取り締まるルールが求められました。これを受けて、宅地造成

等規制法（以下「宅造法」という。）を抜本的に見直し、「宅地造成及び特定盛土等規制法」

が令和 5年 5月 26日に施行されました。 

 今回の豆知識では、「宅地造成及び特定盛土等規制法」についてみていきます。 

2. 宅地造成及び特定盛土等規制法について 

土地の開発を規制する法律は、宅造法、都市計画法、農地法、森林法等がありますが、

各法律の目的（農地法は農地の保全、森林法は森林機能の確保等）は異なり、盛土の規制

が十分ではありませんでした。改正前の宅造法は、宅地造成工事規制区域内において宅地

を造成するための切土・盛土が規制対象でした。しかし熱海市の土石流発生地点の盛土は

宅地造成に該当せず、宅造法の規制区域外でした。そのため、土地の利用区分（宅地か否

か）に拘わらず、不適切な盛土（土捨て）を取り締まり、危険な盛土等を全国一律の基準

で包括的に規制するため宅造法を見直し、宅地造成及び特定盛土等規制法が施行されまし

た。 

概要（1）スキマのない規制 

①盛土等を規制する 2つの規制区域の指定 

〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家

等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定 

〇 その規制区域は、 

ａ．宅地造成等規制区域：市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリアについ

て、森林や農地を含めて広く指定 

ｂ．特定盛土等規制区域：市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から人

家等に危害を及ぼしうるエリア（斜面地等）も指定 

②規制対象 

〇 宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、農地・森林の造成や規制区域内で行う単な

る土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制、都道府県知事等の許可が必要 
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概要（2）盛土等の安全性の確保 

〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を 

設定 

 

〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、 

 [1]施工状況の定期報告（数ヶ月ごと） 

[2]施工中の中間検査 

[3]工事完了時の完了検査を実施 

概要（3）責任の所在の明確化 

管理責任 

〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を

有することを明確化 → 土地所有者等とは、土地の所有者、管理者、占有者。土地

が譲渡等された場合でも、その時点の土地所有者等に責務が発生 

 監督処分 

〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是

正措置等を命令できる → 当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地

所有者等も、原因行為者として命令の対象になり得る。 

 

改正前の宅地造成工事規制区域 

 

新制度による規制区域 
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概要（4）実効性のある罰則の措置 

〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び

罰金刑について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 

 ※ 最大で懲役 3年以下・罰金 1,000万円以下・法人重科 3億円以下 

 

 

3.改正法の内容 

（1）規制区域の指定 

  改正法施行日（令和 5年 5月 26日）時点で、既に改正前の「宅地造成工事規制区域」

や「造成宅地防災区域」に指定されている区域は、施行日から最大 2 年間は「旧宅地

造成等規制法」の規制が適用されます。但し、2年を経過するまでに「宅地造成及び特

定盛土等規制法」に基づく規制区域として公示された場合は、その時点で改正法が適

用されます。 

  規制区域の指定は、都道府県知事等が、地域の地形・地質等に関する基礎調査の結果

を踏まえ、関係市町村の意見を聞いた上で決定されます。 

  基礎調査とは、都道府県（指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ

指定都市又は中核市）は、基本方針に基づき、概ね 5 年ごとに、宅地造成等工事規制

区域の指定、特定盛土等規制区域の指定及び造成宅地防災区域の指定その他この法律

に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のための対

策に必要な基礎調査として、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は

土砂の流出のおそれがある土地に関する地形、地質の状況その他主務省令で定める事

項に関する調査（以下「基礎調査」という。）を行うものとします。 

  また都道府県は、基礎調査の結果を、主務省令で定めるところにより、関係市町村長

（特別区の長を含む。以下同じ。）に通知するとともに、公表しなければなりません。 
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（2）規制区域 

 ①宅地造成等工事規制区域 

  宅地造成等工事規制区域とは、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、

宅地造成等に伴い災害が生ずる恐れが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土

地の区域又は集落の区域（これら区域に隣接し又は近接する土地の区域を含む）であ

って、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要がある区域 

 ②特定盛土等規制区域 

  今回の改正で新設された規制区域で、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏

まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であって、土地の傾斜度、渓流の位置

その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみ

て、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これ

に伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者（居住者等という。）

の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域 

 

（3）許可申請から工事完了までの流れ 

   規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要となり

ます。 

 ①許可申請前 

 〇土地の所有者等全員の同意及び周辺住民への事前周知（説明会の開催等） 

 ②許可申請 

 〇許可基準への適合 

 ・許可基準 

ア、災害防止のための安全基準に適合 

イ、工事主の資力・信用 

ウ、工事施工者の能力 

エ、土地の所有者等全員の同意を得ていること 
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 〇都道府県知事等の許可 工事主の氏名、盛土等が行われる所在地等を公表 

 ③工事着手 

 〇現場での標識掲出 

  工事現場の見やすいところに、当該工事に係る許可を受けている旨の表示 

 〇定期報告（※1） 

  工事の施行状況について 3ヶ月（※2）ごとに報告 

   （※1）一定規模以上の盛土等が対象 

   （※2）各都道府県の条例によって短いところがあります。 

 〇中間報告（※1） 

  工事完了後に確認困難となる工程について確認（例：排水施設の設置） 

   （※1）一定規模以上の盛土等が対象 

 ④工事完了 

 〇完了検査 

  安全基準への適合について現地検査（例：盛土の形状、擁壁の強度等） 

 

（4）許可要件 

①宅地造成等工事規制区域内において、許可が必要な工事規模及び 

特定盛土等規制区域内において、届出が必要な工事規模  

ア、盛土で高さが 1ｍ超の崖を生ずるもの    

イ、切土で高さが 2ｍ超の崖を生ずるもの    

ウ、盛土と切土を同時に行い高さが 2ｍ超の崖を生ずるもの（ア、イを除く）   

エ、盛土で高さが 2ｍ超となるもの（ア、ウを除く）      

オ、盛土又は切土をする土地の面積が 500㎡超となるもの（ア～エを除く） 

②特定盛土等規制区域内において、許可が必要な工事規模  

ア、盛土で高さが 2ｍ超の崖を生ずるもの 

イ、切土で高さが 5ｍ超の崖を生ずるもの 

ウ、盛土と切土を同時に行い高さが 5ｍ超の崖を生ずるもの（ア、イを除く） 

エ、盛土で高さが 5ｍ超となるもの（ア、ウを除く） 

オ、盛土又は切土をする土地の面積が 3,000㎡超となるもの（ア～エを除く） 

イメージ図 

ア イ ウ エ オ 
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③宅地造成等工事規制区域内において行う土石の堆積について許可が必要な工事規模 

及び特定盛土等規制区域内において行う土石の堆積について届出が必要な工事規模 

（一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る） 

ア、最大時に堆積する高さが 2ｍ超かつ面積が 300㎡超となるもの 

イ、最大時に堆積する面積が 500㎡超となるもの 

特定盛土等規制区域内において行う土石の堆積について許可が必要な工事規模 

（一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る） 

ア、最大時に堆積する高さが 5ｍ超かつ面積が 1,500㎡超となるもの 

イ、最大時に堆積する面積が 3,000㎡超となるもの 

        イメージ図 

ア イ 

  

 

4.おわりに 

   重要事項説明書では、その土地にどのような制限があるか記載する必要があります。

都市計画法・建築基準法のほか記載すべき法令に基づく制限として、今回取り上げまし

た「宅地造成及び特定盛土等規制法」等があります。仲介業者が重要事項説明書で説明

しますが、言葉だけではわかりにくいと思いますので、必ず地図を準備してもらい、①

宅造規制区域内か否か、②区域内の場合、宅造許可の有無、完了検査の有無、③区域外

や宅造法の許可がない場合、開発許可の有無、完了検査の有無、④開発許可が無い場合、

工作物の建築計画概要書の有無、完了検査の有無まで確認しましょう。規模によっては

開発許可があるから宅造法の許可がない可能性があります。売主がその物件の第一所

有者であれば、売主にも仲介業者から確認してもらいましょう。 

今回の改正により、不適切な盛土（土捨て）の取締りが強化されます。不審な盛土（土

捨て）を見たり、聞いた時は、行政機関に相談しましょう。 

以上 
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